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はじめに                      

 
墓地経営については、本来、地方公共団体及び宗教法人が主体となるべきと

され、個人が主体となることは原則認められておりません。しかしながら、沖

縄県においては、門中墓や家族墓に代表されるように他県とは歴史的・文化的

背景が大きく異なり、個人で墓地を所有する慣習が根強く、個人墓地が容認さ

れてまいりました。 
うるま市におきましても、過去１０年間で約４，１００基の墓地の増加がみ

られ、市街地を含め市全域に広く散在し、住宅に隣接する状況が増えておりま

す。このことは生活環境や景観の悪化を招くだけでなく都市計画の障害ともな

っております。また、墓地に絡む住民間のトラブルも多数発生し、深刻な問題

に発展するケースもあります。この様な状況を解消するため、うるま市では、

平成２０年度に「うるま市墓地実態調査」を実施し、引き続き、平成２１年度

は、「うるま市墓地整備基本計画」を策定いたしました。 
本計画は、墓地の無秩序な立地を防ぐために墓地禁止区域を指定することな

どの規制・誘導に関する考え方、無許可・無縁墓地の対策、公営墓地等の整備

などの基本的な方向性を明らかにし、個人墓地の散在化防止とうるま市の実状

にあった墓地行政を推進するためのものであります。 
 本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきましたうるま市墓

地整備基本計画策定委員の皆様、アンケートにご協力いただきました皆様、  

住民説明会に足をお運びいただきました皆様に厚くお礼を申し上げますととも

に、本計画の着実な推進・実現に向けて、なお一層のご支援、ご協力をお願い

申し上げます。 
 

平成２２年３月 
 

うるま市長  島 袋  俊 夫 
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